
 

   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地の荒廃を防ぎ、優良農地を維持するために、農地パトロールを実施中！ 

 4月にご依頼させていただきました、標記照会へのご協力ありがとうございました。 

 今回いただいた照会結果をもとに、今年度の調査実施、課題の解決へ農業委員会として取り組み

ます。 

 引き続き、気になる農地がある場合や農地に関してお困りごとの際には、広報裏面にある地域の

担当委員、または農業委員会事務局へご連絡いただきますようよろしくお願いします。 

農地法に基づく 

各種許可・受理件数 

（令和 6 年 3 月～5 月分） 

 

（令和 6年 3月～5月分） 

 

件数 面積（ａ）

３条
（農地の状態）

所有権移転による移動 4 98

転用許可（市街化調整区域）　　① 2 3

転用受理（市街化区域）　　　　　② 9 47

転用許可（市街化調整区域）　　③ 4 19

転用受理（市街化区域）　　　　　④ 6 80

１８条 合意解約 4 52

21 149

農地法内容

４条
（自己転用）

５条
（権利移動を伴う転用）

農地転用計（①+②+③+④）

◇全国農業委員会会長大会◇ 

課題農地照会へのご協力ありがとうございました。 

令和6年5月29日、文京シビックホール（東京）において全国農業

委員会会長大会が開催され、武村会長が出席し、政策決議への意思

の表明や先進地事例研修にて研鑽を深めました。 

昨年度に引き続き、「地域計画の策定により持続可能な農業・農村

を創るために」をテーマに、農地の集積・集約化のほか、農業・農

村の課題を幅広く汲み上げた政策提案を政府・国会へ要請するため

議論されました。大会後には、それぞれの地元選出の国会議員に対

して、決議された提案事項について要請書を提出しました。 

 

▲全国農業委員会会長大会の様子 

▲要請書を提出する湖南四市農業委員会代表者 

現在国会期間中のため、武村展英国会議員（秘書代理受

領）に、依然続くウクライナ侵攻の影響による資材、燃油価

格等の高騰、また米価の低迷による不安定な事態の中、明確

な食糧安全保障の確立と、地域計画の実現に向けた取組を行

えるよう体制の構築と予算の確保に努めることを要請しまし

た。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二回目の掲載となりました栗東農業の新芽。 

今回は、はしり farmの今岡智恵美（いまおか ちえみ）さんに取材をさせていただきました。 

多忙な作業の合間を縫ってインタビューを引き受けてくださりありがとうございました！ 

Q経歴を教えてください。 

A 京都で約 15 年、介護の仕事をしていまし

た。両親の高齢化、子供の成人をきっかけに

滋賀県立農業大学校（以下、農大）に入学し、

果樹を中心に学びました。 

Q農業を始めたきっかけを教えてください。 

A 両親が長年営んできた農業を継承したい

と決心し、実家に戻りました。 

 また、自分でも果樹を育てたいと思い、農

業大学校で果樹の基礎を学びました。 

Q栽培されているものを教えてください。  

A 農大で学んだブドウの他、ブルーベリー、

モモ、イチジクの果樹をメインに、イチゴや

トマトなどにもチャレンジしています。 

 

←作業中の今岡さん 
 

Q苦労されたこと、困られたことはありますか。 

A ブルーベリーのポットは一人では持ち上げられ

ないほど重いので、品種別に並べ替える作業の時が

一番大変でした。 

自然豊かな山間部ですので、いろいろな作業に時

間がかかってしまいます。 

Q農業への想い、伝えたいこと、将来の夢等を聞かせてください。 

A 新規就農して 4 年目になりますが、獣害、害虫、病気被害など失敗を繰り返しながらも、「美味し

い」を求め、追及して行きたいと思います。 

生まれ育った地元である走井は、現在過疎化が進む地域となっています。6 月中旬にはブルーベリ

ー観光農園を 1 日 12 組限定完全予約制でオープンしますので、お客さんに来てもらい、喜んでもら

えることで地域の活性化に微力ながら貢献したいです。 

はしりｆａｒｍ 

今岡 智恵美 

Qこだわりやイチオシはありますか。  

A 作物に一番大切な水は、金勝山の山水を使って

います。 

また山間部の寒暖差で、旨味や甘味が増して果

樹の栽培にも適していると思います。 

 

ブルーベリー観光農園のご予約は下記から！！ 

はしり farm HP:https://hashirifarm.com/ 

 

 

はしり farm HP:https://hashirifarm.com/ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

農地法各種手続きに関する個別のご相談は、事前

にお電話でのご予約いただければ、来庁時、スムーズ

に対応できます。 

また、ご相談の際には「対象土地の地番」や「事業

計画等」を明確にした上、土地所有者、または代理申

請が行なえる方（行政書士等）が委任状を持参の上、

窓口にお越しください。【身分証明書を持参くださ

い】 

なお、従前どおり担当者が在席の場合は対応させ

ていただきますが、会議や現場確認等で不在の場合、

また既に来客対応し、長時間の待ち時間となる場合

など後日、再度の来庁が必要になる場合があります

ので、ご了承願います。 

 

栗東市農業委員会事務局 

ＴＥＬ０７７－５５１－０３１９ 

窓口でのご相談は、ご予約いただくとスムーズです！  

▲毎月１０日は、定例総会開催により 

農地法担当者が不在になります。 
 

相続登記がされていない所有者不明土地が日本全国で増加しており、 

その面積は九州本島の大きさに匹敵するともいわれています。 

令和 6年 4月 1日から所有者不明土地の解消のため、相続登記の申請が義務化されました。 

 

相続登記の申請が義務化されました！ 
過去の相続も 

対象です！ 

栗東市農業委員会事務局 TEL077-551-0319 大津地方法務局 TEL077-522-4671 
滋賀県司法書士会 TEL077-525-1093 

法改正のポイント 

正のポイント 

お困りごとの際は、農業委員会事務局、大津地方法務局、滋賀県司法書士会へお問合せください。 

・相続の開始、かつ所有権取得を知った日から３年以内に相続登記を行う義務が発生します。 

・正当な理由なく登記の申請を怠った場合、10 万円以下の過料の適用対象になります。 

・過去に発生した相続も対象です。 

・2024年 3月 31日以前に相続が発生している場合、 

 2027年 3月末までが猶予期間です。期間内のお手続きをお願いします。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※担当者に連絡が、繋がらない場合は、事務局から連絡します。 

☆総会日程☆ 

第 12回栗東市農業委員会総会・・令和 6年 7月 10日(水) 午前 9時 30分～ 場所:市役所庁舎 4階 協議会室 

第 13回栗東市農業委員会総会・・令和 6年 8月 9 日(金) 午前 9時 30分～ 場所:市役所庁舎 4階 協議会室 

第 14回栗東市農業委員会総会・・令和 6年 9月 10日(火) 午前 9時 30分～ 場所:市役所庁舎 2階  第１会議室 

 

 

 

第２４期栗東市農業委員会   会長 : 武村秀夫     副会長 : 中井 栄夫 
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